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職場の皆様でご回覧ください。

健康への取り組みが２年後の保険料率を変える！

インセンティブ制度
　協会けんぽには、事業主・加入者の皆様の取り組みを保険料率に反映させるインセンティブ
制度があります。この制度は、加入者の皆様の予防・健康づくりへの取り組みを47支部で
順位付けし、評価結果（実績）が上位15位に入った場合に報奨金（インセンティブ）
が与えられ、健康保険料率の引き下げにつながる制度です。

インセンティブ獲得に向けて 皆様にお願いしたい取組
5つの

電子申請がオススメです！
コルセットや小児弱視用メガネ等の療養費（治療用装具）の申請は、

領収書が
手元に残る！

　各種申請手続きがオンラインで手軽にできる、電子申請がスタートしました。
これから申請をされる方は、ぜひご利用ください。

電子申請の
メリット

●郵送する手間や時間、費用が削減できる！
●システムチェックにより記載漏れのミスを
　防止できる！

ステップで簡単申請‼4

申請手続き
完了！

STEP

4
入力フォーマットに
必要事項を入力し、添付書類は
電子ファイルをアップロード

STEP

3
マイナンバー
カードを
読み取る

STEP

2 申請したい
申請書を選択

1 2 3 4 5
協会けんぽの
健診を受ける

健康サポートを
受ける

健康サポートの
対象者を減らす

要治療者は
医療機関に
受診する

ジェネリック
医薬品を
使用する

STEP

1
協会けんぽホームページまたはスマートフォンの方は、右記二次元コードからマイナンバーカードを
利用してログイン
もしくは、「協会けんぽ 電子申請」で検索! 協会けんぽ　電子申請 検索

協会けんぽHP

電子申請について
詳しくはこちら

インセンティブに
ついて詳しくは
こちら
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電子申請



〒520-8513 
大津市梅林1‐3‐10 滋賀ビル3階
TEL：077-522-1099
FAX：077-522-1138

〈発行〉

※おかけ間違いにご注意ください。

お問い合わせ先

各種申請書の提出は郵送で！

健康保険に関する申請書は、種類によって提出先が異なります。必要な申請書は、ホームページからダウンロード・印刷してご使用
いただけます。郵送での提出にご協力をお願いいたします。

書類により、提出先は2ヵ所に分かれます

電子申請がスタートしました

協会けんぽ
にご提出いただく申請書

電子申請がおすすめです

日本年金機構（年金事務所）
にご提出いただく申請書

★マークは電子申請が可能なものです
●被保険者資格取得届

●健康保険被扶養者（異動）届
　（国民年金第3号被保険者関係届）

●被保険者氏名変更（訂正）届
●被保険者住所変更届

●被保険者資格喪失届
●健康保険資格確認書回収不能届

●適用事業所名称・所在地変更（訂正）届
●事業所関係変更（訂正）届

●被保険者報酬月額算定基礎届
●被保険者報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届

●産前産後休業取得者申出書
●育児休業等取得者申出書
●産前産後休業終了時報酬月額変更届
●厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例申出書
●育児休業等終了時報酬月額変更届

★傷病手当金支給申請書
★療養費支給申請書
★高額療養費支給申請書
★限度額適用認定申請書
★限度額適用・標準負担額減額認定申請書
★特定疾病療養受療証交付申請書
●第三者行為による傷病届

★出産手当金支給申請書
★出産育児一時金支給申請書

★特定健康診査受診券（セット券）申請書

★埋葬料（費）支給申請書

★任意継続被保険者資格取得申出書
★任意継続被保険者資格喪失申出書
●資格確認書回収不能届
★任意継続被保険者被扶養者（異動）届

●資格情報のお知らせ交付申請書
●資格確認書交付申請書
●高齢受給者証再交付申請書

各申請書の様式は変更
する場合があります。
こちらのホームページ
からダウンロードして
ください。

従業員の採用

変更・訂正

給与・賞与

出産・育児休業

退職・死亡

健診

退職後の保険
（任意継続）

病気・ケガ・
入院等

事業所に
関するもの

その他

提出先

〒520-8513
協会けんぽ滋賀支部

※個別の郵便番号ですので、住所の記入を省略いただけます。

提出先

〒541-8533
日本年金機構 大阪広域事務センター
※個別の郵便番号ですので、住所の記入を省略いただけます。

令和８年度 協会けんぽの
健診がさらに手厚く、
新しくなりました！

詳しくは協会けんぽのHPをチェック！


